
. 
旭地区の人口と世帯数（令和６年２月１日現在） 

人   口       ２，３２８人   （前月比－８人） 

世 帯 数     １，０３５世帯 （前月比±０世帯） 

空き家情報バンク制度による移住実績 

令和５年度(２月２９日現在)  
制度開始(平成２２年度)以降の累計   

５組 １０人 

９３組２１４人 
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※ あさひげんき通信は、豊田市ホームページからもお楽しみいただけます。  豊田市 旭支所だより 🔎 検索 

「上中のしだれ桃」が見頃を迎えます 

 
昨年の様子 

＜イベント概要＞ 

■開催期間：３月２４日（日）～ 

      ４月７日（日）※予定 

■会  場：しだれ桃の里 

      （上中町綱所） 

■ご 注 意：今年はシャトルバスの 

      運行はありません。 

※開花状況等は 

旭観光協会 HP 

をご覧ください。 

毎年多くの観光客が訪れる「上中のしだれ桃」が

見頃を迎えます。 

今年は、３月２４日（日）午前１０時から開幕セ

レモニーが開催され、４月７日（日）までイベント

を開催する予定です。開幕セレモニーでは、書道パ

フォーマンスや、昨年の上中のしだれ桃のフォトコ

ンテストの表彰式などが実施される予定です。 

また、「上中のしだれ桃」イベント開催期間中、

しだれ桃の里臨時駐車場では、五平餅や鮎の塩焼き

などの出店も予定されています。 

イベント期間やしだれ桃の開花状況などについて

は、旭観光協会ホームページでご確認のうえ、お出

かけください。 

山間一帯を埋め尽くす深紅、白、桃色などの色鮮

やかなしだれ桃の景色と、旭の春の訪れを体感し

に、ぜひみなさまもお越しください。 

 

【問合せ】 旭観光協会 電話６８－３６５３ 

昨年の様子 

昨年の様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日等 主な協議内容等 

第 1 回 4 月 6 日（木） 令和 5 年度旭支所の支所体制と主要事業について 

令和 5 年度わくわく事業の交付決定について 

第 2 回 5 月１１日（木） 旭地域に求められる移動手段（提言書）について 

令和 3 年度事業提案 1「居場所づくり」について 

第 3 回 中 止 

第 4 回 7 月 9 日（日） すぎん工房の取組について、しきしまの家の取組について 

総合計画と地域会議について 

諮問「第９次豊田市総合計画」の諮問について 

第 5 回 8 月３日（木） 諮問 「第９次豊田市総合計画」 

・諮問書授受、質疑応答、意見交換 

第 6 回 9 月 7 日（木） 「第９次豊田市総合計画」の答申について 

第 7 回 １０月 5 日（木） つくラッセルの取組について 

「第９次豊田市総合計画」の答申について 

第 8 回 １１月 2 日（木） ぬくもりの里の取組と旭地区の福祉の課題等について 

提言「旭地域に求められる生活交通」の提言について 

答申「第９次豊田市総合計画に掲げる本市のまちづくりの方向性であ

る「（仮称）ミライ構想」のめざす姿やまちづくりの基本的な考え方、

都市構造」の答申について 

第 9 回 １２月 7 日（木） 答申「第９次豊田市総合計画」及び提言「旭地域に求められる生活交通」 

・答申書授受、提言書授受、質疑応答、意見交換 

第１０回 1 月１５日（月） 令和６年度地域会議開催日程案等について 

第９期地域会議の振り返りについて 

第１１回 中 止 

第１２回 3 月 7 日(木)予定 「旭地域に求められる地域交通について」の提言に対する回答について 

令和５年度 旭地域会議の活動報告  ～旭地域会議からのお知らせ～ 

２ 

 
 

地 域 の 話 題 

 

 昨年１２月１６日（土）から営業を開始している旭高原元気村の「雪そりゲレンデ」は、

３月３１日（日）で今シーズンの営業を終了する予定です。 

 雪の状態によっては、早く営業を終了する場合もありますので、まだ今シーズン滑ってい

ない方や遊び足りていない方は、ぜひ早めにお越しください。 

 最新の情報は、旭高原元気村のホームページをご確認ください。 

●営業時間：午前９時から午後４時まで 

     （休村日：春休みを除く毎週木曜日） 

【問合せ】旭高原元気村 電話６８－２７５５ 

旭高原元気村 「雪そりゲレンデ」 まもなく営業終了します！ 

旭高原 

元気村 HP 



この事業は、地域課題の解決策を、市の事業として地域の皆さんと役割分担して実施す

る仕組みです。令和５年度は、６つの事業に取り組んできました。 

 

事業名 主な取組内容

旭木の駅プロジェクト 

推進事業【１２年目】 

・実行委員会の開催 

・参加者募集と登録 

・間伐作業と搬出作業、間伐の推進 

・地域通貨券（モリ券）の発行と管理 

支障木の伐採支援事業 

【１１年目】 

・高所作業支援の実施 

・業務発注、委託による伐採の実施 

実施済：太田町、押井町 

年度内実施予定：田津原町、時瀬町、池島町、上中町 

地域資源を活かした 

花の里づくり事業 

【１１年目】 

・花の里の拠点整備 

 上中のしだれ桃の里：草刈、補植等による維持管理 

 小渡町：風鈴広場・小渡中央広場の花壇整備 

 笹戸町：笹戸会館・笹戸公園の枯れ木等の伐採 

 旭高原元気村：ドウダンツツジ等の植栽 

あさひ高齢者見守り事業 

【１０年目】 

・福祉特派員による見守り活動の実施 

・地域主催行事への支援 

 （マイクロバスの手配） 

定住促進事業 

【８年目】 

・定住連絡会の開催 

・定住委員、定住担当者と共働で空き家の掘起し 

・空き家一覧の作成と更新 

・空き家情報バンクの登録支援と地域面談の開催 

ツキノワグマ対策事業 

【２年目】 

・センサーカメラを活用したツキノワグマのモニタリング 

・誘引樹木（柿の木）伐採の実施 

・ツキノワグマ講習会の実施 

・トタン巻き資材購入と支給 

３ 

笹戸自治区の話題 

笹戸自治区では、毎年新年交礼会を実施

しています。これまではコロナ禍で中止に

なっていましたが、今年は少し落ち着きを

取り戻したということもあり、約４年ぶり

に実施されました。滋賀県彦根城を散策の

あと日牟禮
ひ む れ

八幡宮
はちまんぐう

で初詣のお参りをして、 

ラコリーナ近江八幡へ寄って帰ってきま

した。 （笹戸自治区からの投稿記事） 

取組内容は令和６年２月末日現在 

令和５年度 旭地区 地域課題解決事業の取組状況 



★新設３か所 

予約便のみ：『18-3東萩平入洞』（東萩平町入洞） 

予約便のみ：『26-1下中中』   （下中町金山） 

予約便のみ：『76-1榊野鳥居前』（榊野町鳥居前） 

 

 

 

【問合せ】豊田市役所 旭支所 市民生活担当 電話 ６８－２２１３ 

 

令和６年度 旭コッキーバスのバス停を新設します  

地域の皆様からの要望を受け、４月１日（月）からバス停を以下のとおり設置します。 

ぜひご利用ください！ 

                 

令和 6 年度の定期便時刻表、予約便のご案内を配布しますので

ご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

春の全国火災予防運動 
 

４ 

足助消防署 旭出張所からのお知らせ ～３月１日（金）から３月７日（木）まで～ 

～  

【問合せ】足助消防署 旭出張所 電話 ６８－１１１９ 

  ～３月１９日以降に運転免許証を更新される方へ～ 

３月１９日（火）以降に運転免許更新をされる方を対象に、１月１５日（月）からインター

ネットによる予約と予約受付ダイヤルによる電話予約を開始しています。 

対象者は、講習区分が「優良」「一般」「違反」「初回」の方です。 

●インターネット予約 

二次元コード又は愛知県警察のホームページから必要事項を入力。 

●電話での予約（平日 午前９時から午後５時まで） 

予約受付ダイヤル 電話 ０５２－６８０－９７７７ 

※警察署の窓口では、予約できません。 

※予約方法は、免許証更新連絡ハガキにも記載されています。 

※高齢者講習等受講済みの方は予約制度の対象ではありませんので、予約なしで更新手続きが

できます。 

 

予約サイトの二次元コード 

【問合せ】 足助警察署 電話 ６２－０１１０ 

足助警察署からのお知らせ ～運転免許更新が予約制に！～ 

空気が乾燥し火災が発生しやすい

時季を迎えるにあたり、火災の発生

を防止し、火災による死傷者の発生

や財産の損失を防ぐことを目的に、

毎年「火災予防運動」を実施してい

ます。この期間に、住宅用火災警報

器の点検を実施し、故障・老朽化し

た機器は交換しましょう。 

 

本体のボタンを押す

か、付属の紐を引く

と正常を知らせる音

が流れます。 

音が流れない場合は

本体又は電池の交換

が必要です！ 

モクモクピートくん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

旭地区コミュニティ会議 

2月3日（土）、今年も旭交流館にて「家族信託セミ 

ナー」が開催されました。 

家族信託については、昨今、テレビや新聞等でよく取

り上げられるようになりましたが、それだけ、高齢者の

生前の資産管理方法として注目されているということ

でしょう。講師の國枝哲哉さんから「成年後見制度」と

「家族信託」の違いを分かりやすく説明していただきま

した。認知症後の成年後見と比べ認知症前の家族信託で

は資産管理の自由度が大きいこと、財産継承のための遺

言的な活用もできることなど、家族の財産管理方法の1

つであることを教えていただきました。 

家族信託を利用するには、公証役場での契約書作成が

必要なので、認知症になってからでは作成できません。 

銀行のATMへ行って「アレ、暗証番号…」なんてこと

になる前に考えてみてはいかがでしょうか。 

2月11日（日・祝）、旭交流館にて「モ

ルック体験会」が開催されました。こどもか

ら大人まで総勢30人の参加がありました。 

モルックとは、フィンランドのカレリア地

方の伝統的なキイッカというゲームを元に開

発された誰もが楽しめるスポーツです。ルー

ルは簡単で、木の棒（モルック）を投げピン

（スキットル）を倒し、50点を目指すシン

プルなゲームです。 

参加者は、どう投げれば目標の50点に近

づけるか工夫をしながら、モルックを楽しん

でいました。 

  

スキットル モルック 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 月 1 日（月）利用分から使用料の見直しを行います。 

1 市外利用者割増料金制度の導入 

(1)割増料金の対象となる方  

・市内に住所を有しない個人 

・市内に事務所若しくは事業所を有し 

ない法人 

・市内に所在地の無い団体 

 

(2)割増率 基本料金の 2 倍 

※ただし営利利用の場合は従来どおり 

基本料金の 3 倍となり、上記割増率 

の適用はありません。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部屋名 
１時間 

基本料金 
３時間セット料金 

廃止前 廃止後 

第 1 大会議室 440 1,300 1,320 

第２大会議室 240 700 720 

第 1 中会議室 170 500 510 

調理実習室 170 500 510 

第 2 中会議室 140 400 420 

団体室 100 300 300 

小会議室 100 300 300 

視聴覚室 100 300 300 

第 1・２・３和室 70 200 210 

（公財）豊田市文化振興財団 

 
６ 

TEL ：６８－２２１５／FAX：６８－２４９０ 

MAIL：ph-asahi＠city.toyota.aichi.jp 

ＨＰ：http://ph-toyota.jp/guide/asahi/ 

〒444-2892 豊田市小渡町船戸 15-1 

交流館利用料見直しについて 

←※詳しくはホームページをご覧ください。 

１月のロビー展はぬくもりの利用者さんと

山岡恵さんによる「あさひごよみ」原画展でし

た。いろいろな紙をちぎり上手に組み合わせて

作られた作品で楽しませてくれました。 

 2 月のロビー展

は、板倉小夜子さん

（杉本町）による水

彩画とアクリル画の

展示でした。温かみ

のある色使いでほっ

とした気持ちにさせ

てくれました。 

3 月のロビー展

は、安藤好子さん

(杉本町）による、

墨画です。 

ぜひ、ご覧くださ

い。 

 

あさひごよみ原画展作品↑ 

←板倉小夜子さん作品 

藪こぎ探検隊（旭の山城探検） 
 

日 時 ： ４月２日（火） 

午前９時３０分～ 

行き先 ： じゃんだらりんロードで能見城へ 

参加費 ： １００円（当日徴収） 

集合場所 ：野見神社（榊野町) 集合 

申込み・問合せ ： 青木貴子（伊熊町） 

☎６８－１７６８ 

※留守番電話に名前・電話番号・「○○市 

○○町」までの住所を録音してください。 

締 切 ： ３月２７日（水） 

～忘れ物について～ 

旭交流館敷地内で拾得した忘れ物・落と

し物は、交流館で３か月保管しています。

持ち主が現れない場合は、処分させていた

だきますので、ご了承ください。 

 

 

２ 部屋使用の３時間セット料金廃止 

今後は全て１時間単位の料金となります。 

 
（ 円 ）

す。 

 


